
新型コロナウィルス感染症の拡大等による申告期限等の取扱いについて 

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において申告期限・納付期限の

延長が発表されたこと、また、納税義務者がやむをえず期限内に申告等をすることできない

ことも想定されることから、本市の市税の申告期限等について次のとおり対応する。 

１ 個人市民税について 

現在、個人市民税・県民税の申告期限を令和２年４月１６日まで延長しているが、国税

庁の確定申告に係る対応に合わせ、期限内に申告することが困難な場合には期限を区切

らず、令和２年４月１７日以降であっても受け付け、申告期限延長として取り扱う。 

なお、個人市民税・県民税に係る納期（特別徴収は６月から翌年５月、普通徴収は６月、

８月、１０月、翌年１月）については変更しない。 

２ 法人市民税及び事業所税について 

  申告納付制度である法人市民税及び事業所税については、期限内に申告及び納付する

ことが困難である場合には、期限を区切らず申告期限及び納期限を延長する。 

３ 納税義務者等への周知について 

  市ホームページ、市報等で周知を図ることとする。 
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